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【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｆ  10/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  23/04     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  47/02     (2006.01)
   Ｂ２９Ｋ  23/00     (2006.01)
   Ｂ２９Ｌ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｂ２９Ｃ   47/02     　　　　
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   Ｂ２９Ｌ    9:00     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年5月18日(2017.5.18)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレン系ポリマーであって、以下の特性：
（ａ）≧２．０ｄｇ／分のメルトインデックス（Ｉ２）；
（ｂ）Ｍｗ（ａｂｓ）対Ｉ２の関係：Ｍｗ（ａｂｓ）＜Ａ＋Ｂ（Ｉ２）、式中Ａ＝２．４
０×１０５ｇ／モル及びＢ＝－８．００×１０３（ｇ／モル）／（ｄｇ／分）；及び
（ｃ）Ｇ’ （Ｇ”＝５００Ｐａ、１７０℃にて）対Ｉ２の関係：Ｇ’≧Ｃ＋Ｄ（Ｉ２）
、式中Ｃ＝１２７．５Ｐａ及びＤ＝－１．２５Ｐａ／（ｄｇ／分）であり、前記Ｇ’は貯
蔵弾性率を表し、前記Ｇ”は損失弾性率を表す；を含み、
　前記エチレン系ポリマーが、ポリエチレンホモポリマーであり、
　前記ポリマーが、ポリマーの重量を基にして≦４．５重量％のヘキサン抽出可能レベル
を有し、
　前記ポリマーが、≧Ｇ＋Ｈ（Ｉ２）の重量平均分子量Ｍｗ（ａｂｓ）を有し、式中、Ｇ
＝１．６０×１０５ｇ／モル及びＨ＝－８．００×１０３（ｇ／モル）（ｄｇ／分）であ
り、
　前記ポリマーが≦２０ｇ／１０分のＩ２を有する、エチレン系ポリマー。
【請求項２】
　エチレン系ポリマーであって、以下の特性：
（ａ）≧２．０ｄｇ／分のメルトインデックス（Ｉ２）；
（ｂ）Ｇ’ （Ｇ”＝５００Ｐａ、１７０℃にて）対Ｉ２の関係：Ｇ’≧Ｃ＋Ｄ（Ｉ２）
、式中Ｃ＝１２７．５Ｐａ及びＤ＝－１．２５Ｐａ／（ｄｇ／分）であり、前記Ｇ’は貯
蔵弾性率を表し、前記Ｇ”は損失弾性率を表す；
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（ｃ）クロロホルム抽出物（Ｃｌｅｘｔ）対Ｇ’の関係：Ｃｌｅｘｔ．≦Ｅ＋ＦＧ’、式
中、Ｅ＝０．２０重量％及びＦ＝０．０６０重量％／Ｐａ；及び
（ｄ）以下の関係：ｗ＜Ｉ＋Ｊ（Ｉ２）、式中、Ｉ＝０．０８０、及びＪ＝－４．００×
１０－３分／ｄｇを満たす、「ポリマーの総重量を基にしてＧＰＣ（ａｂｓ）によって決
定される１０６ｇ／モルより大きい分子量の重量分画（ｗ）」；を含み、
　前記エチレン系ポリマーが、ポリエチレンホモポリマーであり、
　前記ポリマーが、ポリマーの重量を基にして≦４．５重量％のヘキサン抽出可能レベル
を有し、
　前記ポリマーが、≧Ｇ＋Ｈ（Ｉ２）の重量平均分子量Ｍｗ（ａｂｓ）を有し、式中、Ｇ
＝１．６０×１０５ｇ／モル及びＨ＝－８．００×１０３（ｇ／モル）（ｄｇ／分）であ
り、
　前記ポリマーが≦２０ｇ／１０分のＩ２を有する、エチレン系ポリマー。
【請求項３】
　前記ポリマーがさらに、（ｄ）クロロホルム抽出物（Ｃｌｅｘｔ）対Ｇ’の関係：Ｃｌ
ｅｘｔ．≦Ｅ＋ＦＧ’、式中Ｅ＝０．２０重量％及びＦ＝０．０６０重量％／Ｐａを含む
請求項１のエチレン系ポリマー。
【請求項４】
　前記ポリマーが、エチレン系ポリマーのモノマー単位の総モルに基づいて３０モルｐｐ
ｍ未満の架橋剤を含む請求項１から３のいずれかに記載のエチレン系ポリマー。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載のエチレン系ポリマーを含む組成物。
【請求項６】
　前記組成物が、温度＝２９０℃、コーティング重量＝２５ｇ／ｍ２及びライン速度＝３
０ｍ／分にて≦１５０ｍｍの「ネックイン」を有する請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の組成物から形成される少なくとも１つの成分を含む物品。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　本発明はまた、以下の特性：
（ａ）≧２．０ｄｇ／分のメルトインデックス（Ｉ２）と；
（ｂ）Ｇ’対Ｉ２の関係：Ｇ’≧Ｃ＋Ｄ（Ｉ２）、式中Ｃ＝１２７．５Ｐａ及びＤ＝－１
．２５Ｐａ／（ｄｇ／分）と；
（ｃ）クロロホルム抽出物（Ｃｌｅｘｔ）対Ｇ’の関係：Ｃｌｅｘｔ．≦Ｅ＋ＦＧ’、式
中Ｅ＝０．２０重量％及びＦ＝０．０６０重量％／Ｐａと；
（ｄ）以下の関係：ｗ＜Ｉ＋Ｊ（Ｉ２）、式中、Ｉ＝０．０８０、及びＪ＝－４．００×
１０－３分／ｄｇを満たす、「ポリマーの総重量を基にして１０６ｇ／モルより大きい分
子量の、及びＧＰＣ（ａｂｓ）によって決定される重量分画（ｗ）」
を含むエチレン系ポリマーも提供する。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
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【図１】図１は、重合のフロースキームを示す模式図である。
【図２】図２は、重合のフロースキームを示す模式図である。
【図３】図３は、比較用ポリマーと本発明のポリマーについての「Ｍｗ（ａｂｓ）対メル
トインデックス（Ｉ２）」を示す図である。
【図４】図４は、比較用ポリマーと本発明のポリマーについての「クロロホルム抽出物対
（Ｇ’）」を示す図である。
【図５】図５は、比較用ポリマーと本発明のポリマーについての「（Ｇ’）対メルトイン
デックス（Ｉ２）」を示す図である。
【図６】図６は、本発明のＬＤＰＥと比較用ＬＤＰＥについてのＧＰＣクロマト図を示す
図である。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　第２の態様では、本発明は、以下の特性：
（ａ）≧２．０ｄｇ／分のメルトインデックス（Ｉ２）と；
（ｂ）Ｇ’対Ｉ２の関係：Ｇ’≧Ｃ＋Ｄ（Ｉ２）、式中Ｃ＝１２７．５Ｐａ及びＤ＝－１
．２５Ｐａ／（ｄｇ／分）と；
（ｃ）クロロホルム抽出物（Ｃｌｅｘｔ）対Ｇ’の関係：Ｃｌｅｘｔ．≦Ｅ＋ＦＧ’、式
中Ｅ＝０．２０重量％及びＦ＝０．０６０重量％／Ｐａと；
（ｄ）以下の関係：ｗ＜Ｉ＋Ｊ（Ｉ２）、式中、Ｉ＝０．０８０、及びＪ＝－４．００×
１０－３分／ｄｇを満たす、「ポリマーの総重量を基にして１０６ｇ／モルより大きい分
子量の、及びＧＰＣ（ａｂｓ）によって決定される重量分画（ｗ）」
を含むエチレン系ポリマーを提供する。
 
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２５】
　一実施形態では、エチレン系ポリマーはさらに、クロロホルム抽出物（Ｃｌｅｘｔ）対
Ｇ’の関係：Ｃｌｅｘｔ．≦Ｅ＋ＦＧ’、式中Ｅ＝０．２０重量％及びＦ＝０．０６０重
量％／Ｐａを含む。クロロホルム抽出物は本明細書に記載される標準の試験方法によって
決定される。
 
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２６】
　一実施形態では、エチレン系ポリマーはさらに、≦７．８重量％（ｗｔ％＝重量％）の
クロロホルム抽出物（Ｃｌｅｘｔ）レベルを含む。
 
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１２
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１２】
クロロホルム抽出物のための標準法
　制御ユニット２０５０と駆動ユニット２０５０を伴ったＦＯＳＳ　ＳＯＸＴＥＣ　Ａｖ
ａｎｔｉ２０５０自動抽出システムをクロロホルム抽出に用いた。少なくとも９９％（Ｊ
．Ｔ．Ｂａｋｅｒコード７３８６又は同等物）の純度のクロロホルムを使用した。６～８
グラムの量のペレット（さらなる改変を行わずに重合、ペレット化工程から；グラム当た
り２５～４５ペレット）をルツボに測り込み；１８０ｍＬの溶媒（クロロホルム）を加え
、３．５時間の煮沸時間、１８０℃の設定温度で試料を煮沸した。ペレットを煮沸時間、
煮沸している溶媒に沈めた。煮沸工程の後、３．５時間のすすぎ工程を使用した。すすぎ
溶媒はクロロホルムだった。試料を煮沸溶媒の表面に持ち上げ、それを濃縮し、ルツボに
還流し戻す一方でペレット試料を分当たり約１８０滴の比率ですすいだ。すすぎ工程の後
、ルツボにおけるクロロホルム溶媒をさらなる使用にために機器によって部分的に回収し
た。ルツボに残った溶媒を蒸発させ、ポリマー抽出物を保管し、測定した。
 
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３２】
　本発明の実施例はポリマー特性の請求される均衡を有する。比較例に比べて拡大された
Ｍｗ（ａｂｓ）／Ｍｎ（ａｂｓ）、高いＧ’及び低い抽出物、たとえば、低いクロロホル
ム抽出物は中程度のＭｗ（ａｂｓ）にて一定基準に達した。
 
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３４】
　比較例ＬＤＰＥ１６０Ｃ及びＳＡＢＩＣ　ＮＥＸＣＯＡＴ　ＣＥ（架橋剤で修飾された
）は高いＧ’値を有する管型樹脂であるが、本発明の実施例と比べて高いクロロホルム抽
出物が伴う。双方とも、本発明の実施例より有意に高いＭｗ（ａｂｓ）を有する。
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